
広 報 か い づ か(9)　第1010号 令和6年1月

正
職
員
募
集

◆
薬
剤
師　

１
人

対
象　

昭
和
58
年
４
月
２

日
以
降
に
生
ま
れ
、
薬
剤

師
免
許
が
あ
る
、
ま
た
は

令
和
６
年
春
に
薬
剤
師
免

許
取
得
見
込
み
の
か
た

１
次
試
験　

口
頭
試
問

２
次
試
験　

個
人
面
接

◆
事
務
員　

若
干
名

対
象　

昭
和
63
年
４
月
２
日

以
降
に
生
ま
れ
た
か
た

１
次
試
験　

基
礎
能
力
・
適

性
検
査

２
次
試
験　

個
人
面
接

◎
い
ず
れ
も

申
込
期
間　

１
月
４
日(

木)

～
19
日(

金)

試
験
日

１
次

：

２
月
３
日(

土)

２
次

：

２
月
17
日(

土)

採
用
日　

４
月
１
日

会
計
年
度
任
用
職
員

募
集

◆
視
能
訓
練
士　

１
人

対
象　

昭
和
53
年
４
月
２
日

以
降
に
生
ま
れ
、
視
能
訓
練

士
免
許
が
あ
る
、
ま
た
は
令

和
６
年
春
に
視
能
訓
練
士
免

許
を
取
得
見
込
の
か
た

試
験
内
容　

口
頭
試
問
・
個

人
面
接

◆
調
理
員　

１
人

対
象　

昭
和
48
年
４
月
２
日

以
降
に
生
ま
れ
、
調
理
師
免

許
が
あ
る
か
た

試
験
内
容　

実
技
・
個
人
面

接◎
い
ず
れ
も

申
込
期
間　

１
月
４
日(

木)

～
12
月
27
日(

金)

試
験
日　

試
験
申
込
受
付
後
、

２
週
間
以
内
に
日
時
を
決
定

採
用
日　

合
格
決
定
日
の

翌
々
月
１
日

※

合
格
者
が
採
用
予
定
人
数

に
達
し
た
場
合
は
、
募
集
を

終
了
し
ま
す
。

　

火
災
の
発
生
を
音
や
音
声

で
知
ら
せ
る
住
宅
用
火
災
警

報
器
は
、
平
成
18
年
６
月
か

ら
新
築
住
宅
で
、
平
成
23
年

６
月
か
ら
は
全
て
の
住
宅
へ

の
設
置
が
義
務
化
さ
れ
、
12

年
が
過
ぎ
ま
し
た
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、

10
年
を
超
え
る
と
電
池
切
れ

や
内
部
の
部
品
が
劣
化
し

て
、
正
常
に
動
か
な
く
な
る

お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

本
体
の
交
換
が
望
ま
し
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

定
期
的
に
ボ
タ
ン
を
押
す

か
、
点
検
ひ
も
を
引
き
作
動

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
作
動

確
認
し
て
も
音
が
鳴
ら
な
い

場
合
は
、
本
体
の
交
換
を
し

ま
し
ょ
う
。

ス
ト
ー
ブ
な
ど
の
火
災

に
注
意
！

　　

寒
い
季
節
を
迎
え
、
ス

ト
ー
ブ
な
ど
を
取
扱
う
際
に

は
、
次
の
事
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

・
燃
え
や
す
い
も
の
が
近
く

に
な
い
か
、
使
用
す
る
前
に

周
り
を
整
理
整
頓
す
る
。

・
ス
ト
ー
ブ
を
動
か
す
時
や
給

油
す
る
時
、
寝
る
前
に
は
必
ず

火
を
消
す
。

・
給
油
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
の
蓋
は

確
実
に
閉
ま
っ
て
い
る
か
確
認

す
る
。

・
ス
プ
レ
ー
缶
な
ど
は
、
ス

ト
ー
ブ
や
フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
の

上
や
近
く
に
置
か
な
い
。

・
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
は
、
引

火
し
や
す
い
た
め
、
ス
ト
ー
ブ

の
近
く
で
使
用
し
な
い
。

・
ス
ト
ー
ブ
の
上
や
近
く
で

は
、
洗
濯
物
を
干
さ
な
い
。

住
宅
用
火
災
警
報
器

そ
ろ
そ
ろ
交
換
時
期
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

問
合
せ
先　

消
防
本
部
☎
０
７
２
・
４
２
２
・
０
１
１
９

あぶないから

ストーブの上や近くに

服をおいたり

ほしたりしないでね

気をつけ
ようね

※

詳
し
く

は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

申
込
・
問
合
せ
先　

貝
塚
病
院
総
務
課
☎
０
７

２
・
４
３
８
・
５
５
０
１

広告についてのお問合せは「合同会社IM総合企画」☎072－275－5449へ

１世帯に７万円支給
住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)

ホームページ

あなたのお金が詐欺グループに狙われています！
　お金の話が出たら、詐欺を疑ってください！
電話はいつでもかかってきます。ご注意ください！

【110番の日】安全安心なまちづくり記念講演会

日時　１月10日(水)午前11時～正午
場所　市民福祉センター６階多目的ホール
講師　鈴木桂治様
(柔道男子日本代表監督、アテネ五輪柔道男子金メダリスト)
参加費　無料
定員　100人程度(要電話申込・定員になり次第締切)

申込・問合せ先　貝塚警察署☎072－431－1234

事例①　医療費、保険料の還
付金があります。今日中に○
○のATMに行ってください。

ATMで返金手続きはできません。
ATMで携帯電話で通話しないでくだ
さい！

事例②　あなたのキャッシュ
カードが悪用されている。新
しいカードの交換が必要です。

キャッシュカードは渡
さない。暗唱番号は教
えない！

　物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大き

い住民税非課税世帯に対して給付金を支給します。

支給要件　令和５年12月１日(基準日)時点で貝塚市に住民登

録があり、世帯員全員が令和５年度住民税非課税の世帯

※世帯全員が課税者に扶養されている世帯は除く。

支給対象　支給要件に該当する世帯の世帯主

支給額　１世帯あたり７万円

申請方法　対象と思われる世帯主に１月下旬頃書類を発送し

ますので、必要事項を記入しご返送ください。

※令和５年12月20日以降に税の申告により支給対象となった

場合などは申請が必要です。詳しくはお問合せください。

申請期限　令和６年４月30日(火)消印有効

申請・問合せ先　住民税非課税世帯支援給付金担当(福祉総

務課内)☎072－433－7062(土日祝除く午前９時～午後５時）
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